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(57)【要約】
【課題】ユーザが自動車との待ち合わせ場所に待ち合わ
せ時刻までに到着できない場合でも、ユーザが待ち合わ
せ時刻までに自動車と待ち合わせることができる新たな
待ち合わせ場所を決定することができる管理装置を提供
する。
【解決手段】駐車場所管理サーバ１は、ユーザと自動車
との待ち合わせを管理する管理装置であって、ユーザの
現在位置及び待ち合わせ場所までのユーザの移動方法を
示すユーザ情報を取得するユーザ情報通信部１１と、ユ
ーザ情報を基に、ユーザが待ち合わせ場所に到着するユ
ーザ到着予定時刻を推定し、ユーザ到着予定時刻が待ち
合わせ場所での待ち合わせ時刻以前であるか否かを判定
する到着時間算出部１３と、ユーザ到着予定時刻が待ち
合わせ場所での待ち合わせ時刻以前でないと判定された
場合、ユーザ情報を基に、ユーザが待ち合わせ時刻まで
に到着可能な他の待ち合わせ場所を決定する駐車場選択
部１４及び配送先決定部１７とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザと自動車との待ち合わせを管理する管理方法であって、
　前記ユーザの現在位置、及び待ち合わせ場所までの前記ユーザの移動方法を示すユーザ
情報を取得し、
　前記ユーザ情報を基に、前記ユーザが前記待ち合わせ場所に到着するユーザ到着予定時
刻を推定し、前記ユーザ到着予定時刻が前記待ち合わせ場所での待ち合わせ時刻以前であ
るか否かを判定し、
　前記ユーザ到着予定時刻が前記待ち合わせ時刻以前でないと判定された場合、前記ユー
ザ情報を基に、前記ユーザが前記待ち合わせ時刻までに到着可能な他の待ち合わせ場所を
決定する、
　管理方法。
【請求項２】
　前記決定は、
　前記ユーザ情報を基に、前記ユーザが前記待ち合わせ時刻までに前記ユーザの現在位置
から到着可能な到着可能範囲を決定し、前記到着可能範囲内の前記他の待ち合わせ場所を
決定する、
　請求項１記載の管理方法。
【請求項３】
　前記待ち合わせ場所は、駐車場であり、
　前記決定は、
　前記到着可能範囲内に複数の駐車場がある場合、各駐車場の前記待ち合わせ時刻におけ
る空車領域の数を過去の情報に基づいて予測し、前記空車領域の数が最も多い駐車場を前
記他の待ち合わせ場所として決定する、
　請求項２記載の管理方法。
【請求項４】
　前記決定は、
　前記到着可能範囲内の駐車場毎に、現在時刻の空車領域の数から現在時刻に対応する過
去の空車領域の平均数を減算し、減算結果に前記待ち合わせ時刻に対応する過去の空車領
域の平均数を加算することにより、各駐車場の前記待ち合わせ時刻における空車領域の数
を予測する、
　請求項３記載の管理方法。
【請求項５】
　前記自動車の現在位置を示す車両情報を取得し、
　前記判定は、
　前記自動車の現在位置を基に、前記自動車が前記待ち合わせ場所に到着する車両到着予
定時刻を推定し、前記車両到着予定時刻が前記待ち合わせ時刻以前であるか否かを判定し
、
　前記決定は、
　前記車両到着予定時刻が前記待ち合わせ時刻以前でない場合、前記自動車が前記待ち合
わせ時刻までに到着可能な他の待ち合わせ場所を決定する、
　請求項１記載の管理方法。
【請求項６】
　前記自動車は、自動運転により前記ユーザの荷物を配送する自動運転配送車であり、
　前記自動運転配送車は、前記駐車場で前記ユーザに荷物を引き渡す、
　請求項３～５のいずれかに記載の管理方法。
【請求項７】
　前記自動車は、自動運転により前記ユーザを輸送する自動運転輸送車であり、
　前記自動運転輸送車は、前記駐車場で乗車した前記ユーザを輸送する、
　請求項３～５のいずれかに記載の管理方法。
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【請求項８】
　ユーザと自動車との待ち合わせを管理する管理装置であって、
　前記ユーザの現在位置、及び待ち合わせ場所までの前記ユーザの移動方法を示すユーザ
情報を取得する取得部と、
　前記ユーザ情報を基に、前記ユーザが前記待ち合わせ場所に到着するユーザ到着予定時
刻を推定し、前記ユーザ到着予定時刻が前記待ち合わせ場所での待ち合わせ時刻以前であ
るか否かを判定する判定部と、
　前記ユーザ到着予定時刻が前記待ち合わせ時刻以前でないと判定された場合、前記ユー
ザ情報を基に、前記ユーザが前記待ち合わせ時刻までに到着可能な他の待ち合わせ場所を
決定する決定部とを備える、
　管理装置。
【請求項９】
　自動車と、
　ユーザが使用するユーザ端末と、
　請求項８記載の管理装置とを備える、
　管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ユーザと自動車との待ち合わせを管理する管理方法及び管理装置、並びに該
管理装置を備える管理システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動運転（自動走行、または無人走行）を行う自動車である自律走行車に関する
技術開発が行われ、このような自律走行車を自動運転配送車として用い、荷物を配送する
構想や実用化実験が行われている。また、配車対象となる自動車として自動運転自動車を
用いる配車方法も提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、配車管理サーバと自動運転車からなり、利用者による配車管
理サーバに対する配車要求に基づいて、配車管理サーバが自動運転車を利用者に対して配
車するようにする配車管理システムが開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、センタ装置と自動運転機能を有する車両とが通信可能に構成さ
れた自動配車システムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１６－１１５３６４号公報
【特許文献２】特開２０１６－９１４１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記の従来技術では、荷物の受取場所やユーザの乗車場所となるユーザ
と自動車との待ち合わせ場所に、ユーザが待ち合わせ時刻までに到着できない場合につい
ては何ら検討されておらず、ユーザが待ち合わせ時刻までに到着できない場合の待ち合わ
せ場所の決定方法については、更なる改善が必要とされていた。
【０００７】
　本開示は、上記課題を解決するためになされたもので、ユーザが自動車との待ち合わせ
場所に待ち合わせ時刻までに到着できない場合でも、ユーザが待ち合わせ時刻までに自動
車と待ち合わせるための管理方法、管理装置、及び管理システムを提供することを目的と
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するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示の一態様に係る管理方法は、ユーザと自動車との待ち合わせを管理する管理方法
であって、前記ユーザの現在位置、及び待ち合わせ場所までの前記ユーザの移動方法を示
すユーザ情報を取得し、前記ユーザ情報を基に、前記ユーザが前記待ち合わせ場所に到着
するユーザ到着予定時刻を推定し、前記ユーザ到着予定時刻が前記待ち合わせ場所での待
ち合わせ時刻以前であるか否かを判定し、前記ユーザ到着予定時刻が前記待ち合わせ時刻
以前でないと判定された場合、前記ユーザ情報を基に、前記ユーザが前記待ち合わせ時刻
までに到着可能な他の待ち合わせ場所を決定する。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示によれば、ユーザが自動車との待ち合わせ場所に待ち合わせ時刻までに到着でき
ない場合でも、新たな待ち合わせ場所を決定することで、ユーザが待ち合わせ時刻までに
自動車と待ち合わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示の一実施の形態における駐車場所管理システムの構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図２】図１に示す駐車場所管理サーバによる駐車場所変更処理の一例を示すフローチャ
ートである。
【図３】駐車場の時間帯に対する空車領域の平均数の一例を示す図である。
【図４】図１に示す駐車場所管理サーバによる駐車場の選択方法の一例を説明するための
模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（本開示の基礎となった知見）
　自動運転による荷物の配送が行われることを想定すると、荷物の受取のために受取人の
家の前で無人の自動車が駐車し続けることは困難である。このため、荷物の受取場所とし
て駐車場を利用することが考えられ、受取人が指定した駐車場で受取人が指定した受取時
刻（待ち合わせ時刻）に荷物の受取が行われる。
【００１２】
　しかしながら、駐車時間に応じて料金を徴収される駐車場では、利用時間に応じて料金
が増加するため、受取人が待ち合わせ時刻に遅れ、この遅延時間だけ余計に自動車が駐車
場に駐車した場合、駐車料金が加算され、運送会社又は受取人は、加算された駐車料金を
余計に負担しなければならない。
【００１３】
　また、受取人が待ち合わせ時刻に間に合わない場合、待ち合わせ場所を別の近隣の駐車
場に変更する等の対応が考えられるが、都合よく空きがある駐車場を探すことも困難であ
る。
【００１４】
　上記課題を解決するため、本願発明者らは、ユーザが自動車との待ち合わせ場所として
駐車場を利用し、ユーザが待ち合わせ時刻までに駐車場に到着できない場合に、ユーザ及
び自動車の双方に好適な待ち合わせ場所を如何にして決定するかについて鋭意検討を行っ
た結果、本開示を完成したものである。
【００１５】
　本開示の一態様に係る管理方法は、ユーザと自動車との待ち合わせを管理する管理方法
であって、前記ユーザの現在位置、及び前記待ち合わせ場所までの前記ユーザの移動方法
を示すユーザ情報を取得し、前記ユーザ情報を基に、前記ユーザが前記待ち合わせ場所に
到着するユーザ到着予定時刻を推定し、前記ユーザ到着予定時刻が前記待ち合わせ場所で
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の待ち合わせ時刻以前であるか否かを判定し、前記ユーザ到着予定時刻が前記待ち合わせ
時刻以前でないと判定された場合、前記ユーザ情報を基に、前記ユーザが前記待ち合わせ
時刻までに到着可能な他の待ち合わせ場所を決定する。
【００１６】
　この構成によれば、ユーザの現在位置及び待ち合わせ場所までのユーザの移動方法を示
すユーザ情報を取得し、取得したユーザ情報を基に、ユーザが待ち合わせ場所に到着する
ユーザ到着予定時刻を推定し、推定したユーザ到着予定時刻が待ち合わせ場所での待ち合
わせ時刻以前であるか否かを判定し、ユーザ到着予定時刻が待ち合わせ時刻以前でないと
判定された場合、ユーザ情報を基に、ユーザが待ち合わせ時刻までに到着可能な他の待ち
合わせ場所を決定しているので、ユーザが自動車との待ち合わせ場所に待ち合わせ時刻ま
でに到着できない場合でも、新たな待ち合わせ場所を決定することで、ユーザが待ち合わ
せ時刻までに自動車と待ち合わせることができ、駐車料金の加算を防ぐことができる。
【００１７】
　前記決定は、前記ユーザ情報を基に、前記ユーザが前記待ち合わせ時刻までに前記ユー
ザの現在位置から到着可能な到着可能範囲を決定し、前記到着可能範囲内の前記他の待ち
合わせ場所を決定するようにしてもよい。
【００１８】
　この構成によれば、ユーザ情報を基に、ユーザが待ち合わせ時刻までにユーザの現在位
置から到着可能な到着可能範囲を決定し、決定した到着可能範囲内の他の待ち合わせ場所
を決定しているので、到着可能範囲を定めることによりユーザが待ち合わせ時刻までに自
動車と待ち合わせることができる新たな待ち合わせ場所を効率的に決定することができる
。
【００１９】
　前記待ち合わせ場所は、駐車場であり、前記決定は、前記到着可能範囲内に複数の駐車
場がある場合、各駐車場の前記待ち合わせ時刻における空車領域の数を過去の情報に基づ
いて予測し、前記空車領域の数が最も多い駐車場を前記他の待ち合わせ場所として決定す
るようにしてもよい。
【００２０】
　この構成によれば、到着可能範囲内に複数の駐車場がある場合、各駐車場の待ち合わせ
時刻における空車領域の数を予測し、予測した空車領域の数が最も多い駐車場を他の待ち
合わせ場所として決定しているので、自動車が待ち合わせ時刻に駐車可能であると予測さ
れ、かつ、ユーザが待ち合わせ時刻までに自動車と待ち合わせることのできる駐車場を新
たな待ち合わせ場所として決定することができる。
【００２１】
　前記決定は、前記到着可能範囲内の駐車場毎に、現在時刻の空車領域の数から現在時刻
に対応する過去の空車領域の平均数を減算し、減算結果に前記待ち合わせ時刻に対応する
過去の空車領域の平均数を加算することにより、各駐車場の前記待ち合わせ時刻における
空車領域の数を予測するようにしてもよい。
【００２２】
　この構成によれば、到着可能範囲内の駐車場毎に、現在時刻の空車領域の数から現在時
刻に対応する過去の空車領域の平均数を減算し、減算結果に待ち合わせ時刻に対応する過
去の空車領域の平均数を加算することにより、各駐車場の待ち合わせ時刻における空車領
域の数を予測しているので、到着可能範囲内の各駐車場の待ち合わせ時刻における空車領
域の数を正確に予測することができる。
【００２３】
　前記自動車の現在位置を示す車両情報を取得し、前記判定は、前記自動車の現在位置を
基に、前記自動車が前記待ち合わせ場所に到着する車両到着予定時刻を推定し、前記車両
到着予定時刻が前記待ち合わせ時刻以前であるか否かを判定し、前記決定は、前記車両到
着予定時刻が前記待ち合わせ時刻以前でない場合、前記自動車が前記待ち合わせ時刻まで
に到着可能な他の待ち合わせ場所を決定するようにしてもよい。
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【００２４】
　この構成によれば、自動車の現在位置を示す車両情報を取得し、取得した自動車の現在
位置を基に、自動車が前記待ち合わせ場所に到着する車両到着予定時刻を推定し、推定し
た車両到着予定時刻が待ち合わせ時刻以前であるか否かを判定し、車両到着予定時刻が待
ち合わせ時刻以前でない場合、自動車が待ち合わせ時刻までに到着可能な他の待ち合わせ
場所を決定しているので、自動車が待ち合わせ時刻までに到着可能であることから、自動
車が待ち合わせ時刻を過ぎることなく、待ち合わせることができる。
【００２５】
　前記自動車は、自動運転により前記ユーザの荷物を配送する自動運転配送車であり、前
記自動運転配送車は、前記駐車場で前記ユーザに荷物を引き渡すようにしてもよい。
【００２６】
　この構成によれば、自動運転によりユーザの荷物を配送する自動運転配送車が駐車場で
ユーザに荷物を引き渡すので、自動運転配送車がユーザとの荷物の受け渡し場所として有
料の駐車場を利用し、ユーザが自動運転配送車との待ち合わせ場所に待ち合わせ時刻まで
に到着できない場合でも、ユーザが待ち合わせ時刻までに自動運転配送車と待ち合わせる
ことができる新たな待ち合わせ場所を決定することができるとともに、不要な駐車場費用
を削減することができる。
【００２７】
　前記自動車は、自動運転により前記ユーザを輸送する自動運転輸送車であり、前記自動
運転輸送車は、前記駐車場で乗車した前記ユーザを輸送するようにしてもよい。
【００２８】
　この構成によれば、自動運転によりユーザを輸送する自動運転輸送車が駐車場で乗車し
たユーザを輸送するので、自動運転輸送車がユーザの乗車場所として有料の駐車場を利用
し、ユーザが自動運転輸送車との待ち合わせ場所に待ち合わせ時刻までに到着できない場
合でも、ユーザが待ち合わせ時刻までに自動運転輸送車と待ち合わせることができる新た
な待ち合わせ場所を決定することができるとともに、不要な駐車場費用を削減することが
できる。
【００２９】
　また、本開示は、以上のような特徴的な処理を実行する管理方法として実現することが
できるだけでなく、このような管理方法に含まれる特徴的な処理に対応する特徴的な構成
を備える管理装置として実現したり、この管理装置を備える管理システムなどとして実現
したりすることもできる。また、このような管理方法に含まれる特徴的な処理を、プロセ
ッサ及びメモリ等を備えるコンピュータに実行させるコンピュータプログラムとして実現
することもできる。そして、上記のようなコンピュータプログラムを、ＣＤ－ＲＯＭ等の
コンピュータ読み取り可能な非一時的な記録媒体あるいはインターネット等の通信ネット
ワークを介して流通させることができるのは、言うまでもない。
【００３０】
　したがって、以下の他の態様でも、上記の管理方法と同様の効果を奏することができる
。
【００３１】
　本開示の他の態様に係る管理装置は、ユーザと自動車との待ち合わせを管理する管理装
置であって、前記ユーザの現在位置、及び待ち合わせ場所までの前記ユーザの移動方法を
示すユーザ情報を取得する取得部と、前記ユーザ情報を基に、前記ユーザが前記待ち合わ
せ場所に到着するユーザ到着予定時刻を推定し、前記ユーザ到着予定時刻が前記待ち合わ
せ場所での待ち合わせ時刻以前であるか否かを判定する判定部と、前記ユーザ到着予定時
刻が前記待ち合わせ時刻以前でないと判定された場合、前記ユーザ情報を基に、前記ユー
ザが前記待ち合わせ時刻までに到着可能な他の待ち合わせ場所を決定する決定部とを備え
る。
【００３２】
　また、本開示の他の態様に係る管理システムは、自動車と、ユーザが使用するユーザ端
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末と、上記の管理装置とを備える。
【００３３】
　（実施の形態）
　なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも本開示の一具体例を示すものである。以
下の実施の形態で示される形状、構成要素、ステップ、ステップの順序などは、一例であ
り、本開示を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、
最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素と
して説明される。また、全ての実施の形態において、各々の内容を組み合わせることもで
きる。さらに、本開示の主旨を逸脱しない限り、本開示の各実施の形態に対して当業者が
想到する範囲内の変更を施した各種変形例も本開示に含まれる。
【００３４】
　以下、本開示の一実施の形態について、図面を参照しながら説明する。図１は、本開示
の一実施の形態における駐車場所管理システムの構成の一例を示すブロック図である。
【００３５】
　図１に示す駐車場所管理システムは、駐車場所管理サーバ１、ユーザ端末２、自動運転
配送車３、及び複数の駐車場管理装置４１～４ｎを備える。駐車場所管理サーバ１、ユー
ザ端末２、自動運転配送車３、及び複数の駐車場管理装置４１～４ｎは、インターネット
、専用回線等の所定の有線又は無線のネットワーク５を介して、通信可能に接続されてい
る。
【００３６】
　自動運転配送車３は、車両内の所定位置に複数のロッカーが配置され、ロッカーに収容
された受取人（ユーザ）の荷物を配送する自律走行車である。自動運転配送車３は、米Ｓ
ＡＥ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌが定めたＪ３０１６の定義によるＳＡＥレベル５の完
全自動走行（すべての道路及び環境条件の下における自動運転システムによる全ての動的
運転タスクの実施）を行い、無人の状態で荷物を配達する。
【００３７】
　自動運転配送車３は、受取人との待ち合わせ場所となる荷物の受け渡し場所として、有
料の駐車場を利用し、駐車場で受取人との待ち合わせを行う。なお、駐車場としては、種
々の駐車場を用いることができ、例えば、複数の駐車領域が明確に区画された駐車場、駐
車領域が明確に区画されていない駐車場等が該当する。
【００３８】
　ユーザ端末２は、例えば、プロセッサ、メモリ、タッチパネル、及び通信装置等を備え
るスマートフォン等から構成され、受取人は、荷物の受け取りにユーザ端末２を使用する
。ユーザ端末２の構成は、上記の例に特に限定されず、タブレット、携帯型のパーソナル
コンピュータ等の他の端末を用いてもよい。
【００３９】
　駐車場管理装置４１～４ｎの各々は、例えば、自動運転配送車３が荷物の受け渡し場所
として利用する各駐車場に設置され、各駐車場の空車領域の数を示す空車情報を駐車場所
管理サーバ１に送信する。なお、駐車場の空車領域の数を示す空車情報の取得方法は、上
記の例に特に限定されず、他の車両から空車情報を取得したり、他のサーバ等から取得す
る等の種々の変更が可能である。
【００４０】
　駐車場所管理サーバ１は、プロセッサ、メモリ、外部記憶装置、及び通信装置等を備え
るクラウドサーバ等から構成され、受取人と自動運転配送車３との待ち合わせ場所を管理
する管理装置の一例である。なお、駐車場所管理サーバ１の構成は、上記の例に特に限定
されず、各機能を複数のサーバで分担したり、自動運転配送車３が一部又は全ての機能を
備えたりする等の種々の変更が可能である。
【００４１】
　駐車場所管理サーバ１は、受取人の現在位置及び配送先までの交通手段（待ち合わせ場
所までの受取人の移動方法）を示すユーザ情報と、自動運転配送車３の現在位置を示す車
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両情報とを取得し、これらの情報と、配送先の駐車場（待ち合わせ場所）の位置及び荷物
の受取時刻（待ち合わせ時刻）の情報とを基に、受取時刻で駐車場での受取が可能か否か
を判定し、受取時刻で駐車場での受取が困難であると判定した場合に、別の駐車場での受
取条件を再計算し、別の駐車場の現在の空車情報と受取時刻の空車予測情報とを用いて、
受取時刻において、より空車数が多くなると判定した駐車場を新たな待ち合わせ場所とし
て決定する。
【００４２】
　なお、本開示の自律走行車は、上記の自動運転配送車に特に限定されず、自動運転によ
りユーザを輸送する自動運転輸送車であってもよい。この場合、自動運転輸送車は、駐車
場でユーザとの待ち合わせを行い、駐車場で乗車したユーザをユーザが所望する場所へ輸
送する。
【００４３】
　駐車場所管理サーバ１は、ユーザ情報通信部１１、車両情報通信部１２、到着時間算出
部１３、駐車場選択部１４、駐車場空車状況取得部１５、駐車場空車状況管理部１６、及
び配送先決定部１７を備える。ユーザ端末２は、通信部２１、機器制御部２２、及びタッ
チパネル部２３を備える。自動運転配送車３は、通信部３１、及び車両制御部３２を備え
る。
【００４４】
　駐車場所管理サーバ１の配送先決定部１７は、荷物の配送スケジュールを管理しており
、受取人と自動運転配送車３との待ち合わせ場所となる駐車場の位置を示す駐車場位置情
報と、受取人と自動運転配送車３との待ち合わせ時刻となる受取時刻を示す受取時刻情報
とを記憶している。配送先決定部１７は、駐車場位置情報及び受取時刻情報を到着時間算
出部１３及び駐車場選択部１４に出力する。
【００４５】
　また、配送先決定部１７は、ユーザ情報通信部１１及び車両情報通信部１２を用いて、
駐車場位置情報及び受取時刻情報を事前にユーザ端末２及び自動運転配送車３に送信する
。したがって、受取人は、ユーザ端末２を用いて駐車場位置情報及び受取時刻情報を確認
し、受取人及び自動運転配送車３は、受取時刻までに駐車場に到着するように移動する。
なお、駐車場位置情報及び受取時刻情報の送信方法は、上記の例に特に限定されず、受取
人が駐車場及び受取時刻を決定し、受取人が希望する駐車場及び受取時刻を示す駐車場位
置情報及び受取時刻情報をユーザ端末２から駐車場所管理サーバ１及び自動運転配送車３
に送信する等の種々の変更が可能である。
【００４６】
　自動運転配送車３の車両制御部３２は、自動運転配送車３のエンジン、ハンドル、アク
セル、ブレーキ等（図示省略）を含む自動運転配送車３の駆動系部品を制御する。車両制
御部３２は、通信部３１を介して受信した駐車場位置情報及び受取時刻情報を用いて、自
動運転配送車３を自動運転により走行させることにより、受取時刻までに受取人が荷物を
受け取る駐車場に自動運転配送車３を到着させ、その後、受取人が到着するまで自動運転
配送車３を駐車場に駐車させて待機させる。
【００４７】
　また、車両制御部３２は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）機能を有し、例えば、自動運転配送車３の現在の車両位置の緯度情報及び経度情報
を位置情報として取得し、取得した位置情報を通信部３１に出力する。通信部３１は、自
動運転配送車３の現在位置を示す位置情報を車両情報として駐車場所管理サーバ１に送信
する。
【００４８】
　ユーザ端末２のタッチパネル部２３は、機器制御部２２の制御下で、受取人が操作する
操作部及び受取人に種々の画面を表示する表示部として機能する。タッチパネル部２３は
、受取人により入力された、待ち合わせ場所となる駐車場までの受取人の移動方法（例え
ば、徒歩、乗用車、バス、電車等の移動手段）を示す移動情報を機器制御部２２に出力す
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る。機器制御部２２は、ＧＰＳ機能を有し、例えば、ユーザ端末２すなわち受取人の現在
の緯度情報及び経度情報を位置情報として取得し、取得した位置情報を移動情報とともに
通信部２１に出力する。通信部２１は、受取人の現在位置を示す位置情報及び待ち合わせ
場所となる駐車場までの受取人の移動方法を示す移動情報をユーザ情報として駐車場所管
理サーバ１に送信する。
【００４９】
　駐車場所管理サーバ１のユーザ情報通信部１１は、ユーザ端末２からユーザ情報を受信
して到着時間算出部１３及び駐車場選択部１４に出力する。車両情報通信部１２は、自動
運転配送車３から車両情報を受信して到着時間算出部１３に出力する。
【００５０】
　到着時間算出部１３は、自動運転配送車３が利用する複数の駐車場を含む地図情報を予
め記憶している。到着時間算出部１３は、地図情報、駐車場位置情報、受取時刻情報、及
びユーザ情報を基に、受取人が待ち合わせ場所となる駐車場に到着するユーザ到着予定時
刻を推定し、ユーザ到着予定時刻が受取時刻以前であるか否かを判定して判定結果を駐車
場選択部１４に出力する。
【００５１】
　駐車場選択部１４は、ユーザ到着予定時刻が受取時刻以前でないと判定された場合、駐
車場位置情報、受取時刻情報及びユーザ情報を基に、受取人が受取時刻までに到着可能な
他の駐車場を選択し、選択結果を配送先決定部１７に出力する。
【００５２】
　具体的には、駐車場選択部１４は、自動運転配送車３が利用する複数の駐車場を含む地
図情報を予め記憶している。駐車場選択部１４は、地図情報、駐車場位置情報、受取時刻
情報及びユーザ情報を基に、受取人が受取時刻までに受取人の現在位置から到着可能な到
着可能範囲を決定し、この到着可能範囲内の他の駐車場を選択する。また、駐車場選択部
１４は、到着可能範囲内に複数の駐車場がある場合、各駐車場の受取時刻における空車領
域の数を予測し、空車領域の数が最も多い駐車場を選択する。
【００５３】
　ここで、駐車場空車状況取得部１５は、各駐車場管理装置４１～４ｎから駐車場の空車
領域の数を示す空車情報を受信して取得し、各駐車場の空車領域の数を示す空車情報を駐
車場空車状況管理部１６に出力する。駐車場空車状況管理部１６は、過去の各駐車場の空
車領域の数を集計して管理し、各駐車場の時間帯に対する空車領域の平均数を求める。駐
車場選択部１４は、駐車場空車状況取得部１５から各駐車場の現在時刻の空車領域の数を
示す空車情報を取得し、駐車場空車状況管理部１６から現在時刻に対応する過去の空車領
域の平均数と、受取時刻に対応する過去の空車領域の平均数とを取得する。駐車場選択部
１４は、到着可能範囲内の駐車場毎に、現在時刻の空車領域の数から現在時刻に対応する
過去の空車領域の平均数を減算し、減算結果に受取時刻に対応する過去の空車領域の平均
数を加算することにより、各駐車場の受取時刻における空車領域の数を予測する。
【００５４】
　また、到着時間算出部１３は、駐車場位置情報、受取時刻情報及び車両情報を基に、空
車領域の数が最も多い駐車場に自動運転配送車３が到着する車両到着予定時刻を推定し、
車両到着予定時刻が受取時刻以前であるか否かを判定して判定結果を駐車場選択部１４に
出力する。
【００５５】
　駐車場選択部１４は、車両到着予定時刻が受取時刻以前である場合、空車領域の数が最
も多い駐車場を選択し、車両到着予定時刻が受取時刻以前でない場合、自動運転配送車３
が受取時刻までに到着可能な複数の駐車場の中から空車領域の数が最も多い駐車場を選択
する。
【００５６】
　配送先決定部１７は、駐車場選択部１４の選択結果を基に、受取人及び自動運転配送車
３が受取時刻までに到着可能な他の駐車場を新たな待ち合わせ場所として決定し、新たな
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待ち合わせ場所となる駐車場を示す配送先情報をユーザ情報通信部１１及び車両情報通信
部１２に出力する。
【００５７】
　ユーザ情報通信部１１は、配送先情報をユーザ端末２に送信し、ユーザ端末２のタッチ
パネル部２３は、通信部２１及び機器制御部２２を介して通知された配送先情報が示す駐
車場を表示し、受取人に待ち合わせ場所が変更されたことを通知する。受取人は、変更さ
れた新たな駐車場に受取時刻までに移動する。また、車両情報通信部１２は、配送先情報
を自動運転配送車３に送信し、自動運転配送車３の車両制御部３２は、通信部３１を介し
て通知された配送先情報が示す駐車場まで自動運転配送車３を自動運転により走行させた
後、受取人が到着するまで新たな駐車場に駐車させて待機させる。したがって、受取人が
自動運転配送車３との待ち合わせ場所となる駐車場に受取時刻までに到着できない場合で
も、受取人が受取時刻までに自動運転配送車３と待ち合わせることができる新たな駐車場
を決定することができる。
【００５８】
　次に、上記のように構成された駐車場所管理サーバ１の駐車場所変更処理について説明
する。図２は、図１に示す駐車場所管理サーバ１による駐車場所変更処理の一例を示すフ
ローチャートである。
【００５９】
　まず、車両情報通信部１２は、自動運転配送車３から車両情報を受信して到着時間算出
部１３に出力する（ステップＳ１１）。
【００６０】
　次に、ユーザ情報通信部１１は、ユーザ端末２からユーザ情報を受信して到着時間算出
部１３及び駐車場選択部１４に出力する（ステップＳ１２）。
【００６１】
　次に、到着時間算出部１３は、配送先決定部１７から駐車場位置情報を取得し、駐車場
位置情報、及びユーザ情報を基に、受取人が待ち合わせ場所となる駐車場に到着するユー
ザ到着予定時刻を推定する（ステップＳ１３）。
【００６２】
　次に、到着時間算出部１３は、配送先決定部１７から受取時刻情報を取得し、ユーザ到
着予定時刻が受取時刻以前であるか否かを判定する（ステップＳ１４）。ユーザ到着予定
時刻が受取時刻以前である場合（ステップＳ１４でＹＥＳ）、受取人は受取時刻までに待
ち合わせ場所となる駐車場に到着できるので、処理を終了する。
【００６３】
　一方、ユーザ到着予定時刻が受取時刻以前でない場合（ステップＳ１４でＮＯ）、到着
時間算出部１３は、ユーザ到着予定時刻が受取時刻以前でないことを駐車場選択部１４に
通知し、駐車場選択部１４は、駐車場位置情報、受取時刻情報及びユーザ情報を基に、受
取人が受取時刻までに受取人の現在位置から到着可能な到着可能範囲を決定して絞り込み
、この到着可能範囲内の他の駐車場を選択する（ステップＳ１５）。なお、ユーザが受取
時刻に間に合わないという旨の通知をサーバにすることにより、駐車場選択部１４が駐車
場位置情報、受取時刻情報及びユーザ情報を基に、受取人が受取時刻までに到着可能範囲
内の他の駐車場を選択してもよい。
【００６４】
　次に、駐車場選択部１４は、選択した他の駐車場の現在時刻の空車領域の数を示す空車
情報を駐車場空車状況取得部１５から取得する（ステップＳ１６）。
【００６５】
　次に、駐車場選択部１４は、駐車場空車状況管理部１６から現在時刻に対応する過去の
空車領域の平均数と、受取時刻に対応する過去の空車領域の平均数とを取得し、到着可能
範囲内の駐車場毎に、現在時刻の空車領域の数から現在時刻に対応する過去の空車領域の
平均数を減算し、減算結果に受取時刻に対応する過去の空車領域の平均数を加算すること
により、各駐車場の受取時刻における空車領域の数を予測する（ステップＳ１７）。
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【００６６】
　図３は、駐車場の時間帯に対する空車領域の平均数の一例を示す図である。図３の縦軸
は空車領域の平均数Ａ（Ｔ）を示し、横軸は時間Ｔを示し、曲線は、駐車場Ｘの時間帯に
対する空車領域の平均数を示している。駐車場空車状況管理部１６は、例えば、図３に示
す駐車場Ｘの時間帯に対する空車領域の平均数を記憶している。駐車場選択部１４は、駐
車場Ｘの時間Ｔにおける空車領域の平均数をＡ（Ｔ）、駐車場Ｘの時間Ｔにおける実際の
の空車領域の数をＢ（Ｔ）、現在時刻をｔ０、受取時刻をｔ１とすると、（Ｂ（ｔ０）－
Ａ（ｔ０））＋Ａ（ｔ１）を計算することにより、駐車場Ｘの受取時刻における空車領域
の数を予測する。なお、各駐車場の受取時刻における空車領域の数を予測する方法は、上
記の例に特に限定されず、受取時刻に対応する過去の空車領域の平均数をそのまま受取時
刻における空車領域の数として予測したり、過去の平均数を総合的に用いる以外にも、過
去の、曜日ごとの平均数や、ある特定の季節またはある一定期間ごとの平均数、天気ごと
の平均数を用いて予測する等の種々の変更が可能である。
【００６７】
　次に、駐車場選択部１４は、空車領域が有り、且つ受取時刻における空車領域の数が多
いと予測される順に駐車場を選択し、選択結果を配送先決定部１７に出力する（ステップ
Ｓ１８）。
【００６８】
　次に、配送先決定部１７は、選択結果から選択可能な駐車場があるか否かを判定し（ス
テップＳ１９）、選択可能な駐車場がない場合（ステップＳ１９でＮＯ）、荷物の受取場
所及び受取時刻を改めて再配送することを通知する再配送情報を作成してユーザ情報通信
部１１及び車両情報通信部１２に出力し、ユーザ情報通信部１１及び車両情報通信部１２
は、再配送情報をユーザ端末２及び自動運転配送車３に送信し（ステップＳ２３）、処理
を終了する。この場合、受取人は、ユーザ端末２を用いて再配送情報を確認し、再配送を
待つこととなり、自動運転配送車３は、次の荷物の配達を行う。
【００６９】
　一方、選択可能な駐車場がある場合（ステップＳ１９でＹＥＳ）、配送先決定部１７は
、車両到着予定時刻の推定を到着時間算出部１３に指示し、到着時間算出部１３は、駐車
場選択部１４から空車領域の数が最も多い駐車場の位置を示す駐車場位置情報を取得し、
駐車場位置情報、受取時刻情報及び車両情報を基に、空車領域の数が最も多い駐車場に自
動運転配送車３が到着する車両到着予定時刻を推定する（ステップＳ２０）。
【００７０】
　次に、到着時間算出部１３は、車両到着予定時刻が受取時刻以前であるか否かを判定し
（ステップＳ２１）、車両到着予定時刻が受取時刻以前でない場合（ステップＳ２１でＮ
Ｏ）、ステップＳ１８に戻り、駐車場選択部１４は、車両到着予定時刻が受取時刻以前で
ない駐車場を選択対象から排除して、空車領域が有り、且つ受取時刻における空車領域の
数が多いと予測される順に駐車場を選択し、以降の処理を継続する。
【００７１】
　一方、車両到着予定時刻が受取時刻以前である場合（ステップＳ２１でＹＥＳ）、到着
時間算出部１３は、車両到着予定時刻が受取時刻以前であることを配送先決定部１７に通
知し、配送先決定部１７は、新たな待ち合わせ場所となる空車領域の数が多い駐車場を示
す配送先情報を作成してユーザ情報通信部１１及び車両情報通信部１２に出力し、ユーザ
情報通信部１１及び車両情報通信部１２は、配送先情報をユーザ端末２及び自動運転配送
車３に送信し（ステップＳ２２）、処理を終了する。この場合、受取人は、ユーザ端末２
を用いて配送先情報を確認し、変更された新たな駐車場に受取時刻までに移動し、自動運
転配送車３も、変更された新たな駐車場まで自動運転により走行した後、受取人が到着す
るまで新たな駐車場に駐車して待機する。
【００７２】
　図４は、図１に示す駐車場所管理サーバ１による駐車場の選択方法の一例を説明するた
めの模式図である。図４に示す例は、地図上の図示の位置にいる受取人ＲＰが待ち合わせ
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場所である駐車場Ｐ１まで徒歩で移動し、地図上の図示の位置にいる自動運転配送車３も
駐車場Ｐ１まで走行し、荷物の受取時刻が１２：１０である例である。
【００７３】
　まず、到着時間算出部１３は、駐車場Ｐ１の駐車場位置情報、及び受取人ＲＰのユーザ
情報を基に、受取人ＲＰが徒歩で駐車場Ｐ１に到着するユーザ到着予定時刻１２：１５を
推定する。この場合、ユーザ到着予定時刻１２：１５は、受取時刻１２：１０を過ぎてい
るので、到着時間算出部１３は、ユーザ到着予定時刻が受取時刻以前でないと判定し、駐
車場選択部１４は、受取時刻情報及び受取人ＲＰのユーザ情報を基に、受取人ＲＰが受取
時刻１２：１０までに現在位置から徒歩で到着可能な到着可能範囲ＰＣとして図中に破線
で示す円領域を決定し、到着可能範囲ＰＣ内の他の駐車場Ｐ２、Ｐ３を選択する。
【００７４】
　次に、駐車場選択部１４は、駐車場Ｐ２の受取時刻１２：１０における空車領域の数と
して６台を予測し、駐車場Ｐ３の受取時刻１２：１０における空車領域の数として３台を
予測する。到着時間算出部１３は、駐車場Ｐ２の空車領域の数（６台）が駐車場Ｐ３の空
車領域の数（３台）より多いので、自動運転配送車３が駐車場Ｐ２に到着する車両到着予
定時刻１２：０５を推定する。配送先決定部１７は、車両到着予定時刻１２：０５が受取
時刻１２：１０以前であるため、新たな待ち合わせ場所として駐車場Ｐ２を選択する。
【００７５】
　上記の処理により、本実施の形態では、受取人の現在位置及び待ち合わせ場所となる駐
車場までの受取人の移動方法を示すユーザ情報を取得し、取得したユーザ情報を基に、受
取人が待ち合わせ場所となる駐車場に到着するユーザ到着予定時刻を推定し、推定したユ
ーザ到着予定時刻が荷物の受取時刻以前であるか否かを判定し、ユーザ到着予定時刻が荷
物の受取時刻以前でないと判定された場合、ユーザ情報を基に、受取人が荷物の受取時刻
までに到着可能な他の駐車場を決定しているので、受取人が自動運転配送車３との待ち合
わせ場所となる駐車場に荷物の受取時刻までに到着できない場合でも、受取人が荷物の受
取時刻までに自動運転配送車３と待ち合わせることができる新たな待ち合わせ場所となる
駐車場を決定することができ、受取人は荷物の受取時刻までに自動運転配送車３と確実に
待ち合わせることができる。
【００７６】
　なお、ここまでＳＡＥレベル５の自動運転を行う自律走行車について述べたが、本開示
の実施の形態はＳＡＥレベル１～４の自動運転を行う自律走行車に適用してもよく、ＳＡ
Ｅレベル０の運転を行う自動車（手動の自動車）に適用してもよい。また、受取人は、荷
物を取り出す動作を行う人又は物であって、例えば、最終的に荷物を受け取る人の他に、
配達人、受け取り代理人（管理人、コンシェルジュ等）、又はそれらの働きをするロボッ
ト等にも適用可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本開示に係る管理方法、管理装置、及び管理システムは、ユーザが自動車との待ち合わ
せ場所に待ち合わせ時刻までに到着できない場合でも、ユーザが待ち合わせ時刻までに自
動車と待ち合わせることができる新たな待ち合わせ場所を決定することができるので、ユ
ーザと自動車との待ち合わせを管理する管理方法及び管理装置、並びに該管理装置を備え
る管理システムとして有用である。
【符号の説明】
【００７８】
　１　駐車場所管理サーバ
　２　ユーザ端末
　３　自動運転配送車
　１１　ユーザ情報通信部
　１２　車両情報通信部
　１３　到着時間算出部
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　１４　駐車場選択部
　１５　駐車場空車状況取得部
　１６　駐車場空車状況管理部
　１７　配送先決定部
　２１　通信部
　２２　機器制御部
　２３　タッチパネル部
　３１　通信部
　３２　車両制御部
　４１～４ｎ　駐車場管理装置

【図１】 【図２】
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